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介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
数
の
う
ち
、
あ

る
月
の
利
用
分
に
よ
る
と
、
施
設
に
入
所
さ

れ
て
い
る
人
は
、
全
体
の
２
割
程
度
で
あ
る

の
に
対
し（
図
１
）、
保
険
給
付
額
で
比
べ
る

と
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
は
在
宅
サ
ー
ビ
ス
費
と

ほ
ぼ
同
じ（
図
２
）で
す
。

つ
ま
り
、
利
用
者
１
人
当
た
り
に
換
算
す

る
と
、
施
設
で
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
る

人
は
、
在
宅
で
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
る

人
よ
り
、
介
護
保
険
制
度
か
ら
３
倍
以
上
支

払
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
施
設
と
在
宅
の

利
用
者
負
担
の
公
平
性
を
確
保
す
る
た
め

に
、
今
回
の
変
更
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。

※１　居住費（滞在費）の基準費用額

【改正前】自己負担額

＋

＋

＋

＋
日常生活費

（理美容代など）

施設ｻｰﾋﾞｽ費の１割

日常生活費
（理美容代など）

施設ｻｰﾋﾞｽ費の１割

食費の一部負担

（標準負担額）

従
来
型
個
室

多床室（相部屋）

特別養護老人ホーム
（ショートステイ含む）

介護老人保健施設・介護療養型
医療施設（ショートステイ含む）

ユニット型準個室

ユニット型個室

※２　食費の基準費用額

食材料費 調理費＋

※これらの料金は、施設によって異なります。

基準費用額（1日あたり）

図２　介護サービス費割合と
１人当たりの保険給付額

〈約9万円/1人〉〈約34万4千円/1人〉

図1 介護サービス利用者割合

問合せ 介護保険課� 32-1175
E-mail kaigo@city.yatsushiro.lg.jp
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「
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
」
と
は
、

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
と
き

に
支
払
う
１
割
の
利
用
者
負
担
の

合
計
額
が
、
所
得
に
応
じ
て
設
定

さ
れ
て
い
る
上
限
額
を
超
え
た
場

合
、
超
え
た
金
額
を
払
い
戻
す
制

度
で
す
。

10
月
利
用
分
か
ら
、
高
額
介
護

サ
ー
ビ
ス
費
を
見
直
し
、
次
の
よ

う
に
変
更
し
ま
す
。

生活保護受給者の人、または老齢福祉年金
受給者で世帯全員が市町村民税非課税の人

世帯全員が市町村民税非課税で、
年金収入等が80万円以下の人

世帯全員が市町村民税非課税で、
第2段階に該当しない人

市町村民税課税世帯の人

対　象　者 自己負担の上限額

第1段階

第2段階

第3段階

第4段階

こ
れ
ま
で
の
市
町
村
民
税
世
帯

非
課
税
の
段
階
区
分（
※
3
）で
は
、

そ
の
対
象
者
の
中
で
所
得
格
差
が

あ
っ
た
た
め
、
所
得
の
低
い
人
に

と
っ
て
利
用
者
負
担
が
重
く
な
っ

て
い
ま
し
た
。
こ
の
所
得
格
差
を

見
直
す
こ
と
で
、
所
得
の
低
い
人

に
と
っ
て
も
介
護
サ
ー
ビ
ス
が
利

用
し
や
す
く
な
り
ま
す
。

【改正前】

15,000円

24,600円

37,200円

生活保護受給者の人、または老齢福祉年金
受給者で世帯全員が市町村民税非課税の人

世帯全員が市町村民税非課税の人（※3）

市町村民税課税世帯の人

対　象　者 自己負担の上限額

生活保護を受けています
か。または、老齢福祉年
金受給者で世帯全員が市
町村民税非課税ですか。

世帯全員が市町村民税非
課税で、年金収入などが
80万円以下ですか。

世帯内に課税者がいますか。

利用者負担

＜例＞ 特別養護老人ホームの多床室（相部屋）に入居している人の場合（要介護５）

改正前改正後

改正後

改正後

改正前

改正前

利用者負担

利
用
者
負
担

利
用
者
負
担

利
用
者
負
担


